
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＪＲ西労は 11 月 22 日、会社が 21 日に示した一時金の支払いにつ

いて、①この３年間で社員として減額を受けてきたシニア社員がいるの

に、社員より少ない額が示されたこと。②シニア社員などを含めて『一律

35万円』を求めてきたこと。③格差をつけることには反対であることか

ら、「一時金の再回答を求める申し入れ」をおこないました。 

一時金の再回答を求める申し入れでは、ＪＲ西労（闘申）第 1 号に基

づき「社員、シニア社員等、契約社員に格差をつけることなく、一律 35

万円の一時金を支払われたい」とし、誠意ある協議と再回答を求めていま

す。 

 

ＪＲ総連通信 
２０２３年１１月２４日 №１６９８ 
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